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第４章 開発許可の申請 

 

（許可申請の手続） 

法第３０条 

前条第１項又は第２項の許可（以下「開発許可」という。）を受けようとする者は、国土交通

省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければ

ならない。 

(1) 開発区域（開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区）の位置、区域及び規模 

(2) 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物（以下「予定建築物等」という。）の

用途 

(3) 開発行為に関する設計（以下この節において「設計」という。） 

(4) 工事施行者（開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行

する者をいう。以下同じ。） 

(5) その他国土交通省令で定める事項 

２ 前項の申請書には、第３２条第１項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第２項に規

定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。 

 

第２０ 開発許可の申請 

１ 開発許可を受けようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。 

(1) 工区 

相当規模の開発行為を行う場合又は道路を新設（既存道路の拡幅を含む。）する場合は、開発区

域を「工区分け」することができる。 

この場合、工事完了の検査及び公告は、工区ごとに行うこととする。 

(2) 予定建築物等の用途 

「予定建築物等の用途」とは、当該開発行為に当たって、予定されている建築物又は特定工作

物の用途をいう。 

開発区域内に予定する建築物又は特定工作物は、その用途並びに敷地の形状を確定しなければ

ならない。予定建築物の用途が複数となるときは、主たる予定建築物の用途のすべてを記載する。 

予定建築物を共同住宅、店舗及び事業所等とする場合については、当該建築物に必要な駐車場

の台数、交通の安全性、排水処理等を判断するうえに必要と認められる範囲で、その規模又は業

務内容等を確定することとする。 

(3) 工事施行者 

開発許可を申請するときは、工事施行者を決定していなければならないが、事実上、申請前に

決定することが困難な場合があるので、例外的に審査途中で決定することを認めることとする。 

２ 申請書の受付は次のとおりとする。 

(1) 申請書の受付は、当該開発許可の申請に係る開発行為に関して法第３２条に基づく関係部局の

同意並びに協議を必要とする場合は、それぞれの手続を終了し、協議書の締結後に受付するもの

とする。 

(2) 申請書の提出部数は、正本１部、副本１部とする。なお、申請書等の様式は省令及び規制に関

する規則によるものとする。 

３ 申請書は、次に掲げる図書により作成する。 

(1) 書類（各書類にはインデックス（書類名入り）を貼付する。） 



４－2 

 

   ア 証明書等は、原本であり、申請時から３か月以内に発行されたもの、かつ、最新の内容であ

るものに限る。 

   イ 同意書に付する印鑑証明書は、同意日から３か月以内に発行されたものに限る。 

書類の名称 様  式 内  容 摘  要 

許可申請書 省令別記様式第

２ 

 ・副本には申請書の写しを添付する

こと。 

申請添付用領収書    

委任状   ・開発許可申請に係る手続を代理人

に委任して行うときに添付するこ

と。 

設計説明書 

（その１） 

設計の概要 

規制に関する規

則様式第１号 

設計の方針、土地の現況、土

地利用計画、公共施設整備計

画、摘要（公益的施設の面積

等）を記載すること。 

・公簿面積と実測面積が異なる場合

は、土地の現況を公簿、土地利用

計画を実測により記載し、それぞ

れ（公簿）、（実測）を明示するこ

と。 

設計説明書 

（その２） 

公共施設の管理者等

に関する事項 

規制に関する規

則様式第２号 

公共の種別ごとに番号を付

し、公共施設の次に公益的施

設を記載すること。 

摘要の欄には新設、付替え拡

幅の別を記載すること。 

・自己の居住の用に供する住宅の建

築の用に供する目的で行う開発行

為は添付を要さない。 

（省令第１６条第２項） 

資金計画書 規制に関する規

則様式第３号 

・収支計画 

・年度別資金計画 

を記載すること。 

・自己の居住の用に供する住宅の建

築の用に供する目的で行う開発行

為又は住宅以外の建築物等で自己

の業務の用に供するものの建築等

の用に供する目的で行う開発行為

（開発区域の面積が１ｈａ以上の

ものを除く。）は添付を要さない。

（省令第１５条） 

工事費の内訳明 

細書 

 工事施行者が発行する工事費

の内訳明細書（附帯工事費を

含む。）を添付すること。 

同上 

資金証明書  自己資金を有すること又は融

資が可能であることを証する

書類を添付すること。なお、

金融機関以外からの融資証明

書には、融資元の実印を押印

し、印鑑証明書及び預金残高

証明書を添付すること。 

同上 

開発行為施行同 

意書 

規制に関する規

則様式第４号 

同意権者とは、開発区域内の

土地又は工作物の所有権者、

仮登記権者、抵当権者、その

他当該土地又は工作物の利用

・開発区域内の土地又は工作物の所

有権者、仮登記権者、抵当権者、

その他当該土地又は工作物の利用

に関する権利を有する者は、実印
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に関する権利を有する者及び

開発区域に隣接する土地所有

者とする。 

を押印するとともに印鑑証明書

（原本を正本、写しを副本とす

る。）を添付すること。 

公共施設管理者の同

意書 

様式任意 開発行為に関係がある公共施

設の管理者の同意を得たこと

を証する書面及び協議の経過

を示す書類を添付すること。 

 

開発行為又は開発行

為に関する工事によ

り設置される公共施

設を管理することと

なる者との協議書 

様式任意 開発行為又は開発行為に関す

る工事により設置される公共

施設を管理することとなる者

との協議の経過を示す書類及

び図書を添付すること。 

・公益的施設についても併せて協議

されていること。 

申請者の資力及び信

用に関する書類 

 ・住民票の写し（法人の場合

は現在事項全部証明書又は

履歴事項証明書） 

・資産に関する調書（法人の

場合は前年度の財務諸表） 

・所得税納税証明書（法人の

場合は法人税納税証明書） 

・事業経歴書 

を添付すること。 

・自己の居住の用に供する住宅の建

築の用に供する目的で行う開発行

為又は住宅以外の建築物等で自己

の業務の用に供するものの建築等

の用に供する目的で行う開発行為

（開発区域の面積が１ｈａ以上の

ものを除く。）は、住民票の写し（法

人の場合は現在事項全部証明書又

は履歴事項証明書）で足りる。 

・財務諸表とは、決算書類をいい貸

借対照表、損益計算書を添付する

こと。 

工事施行者の能力に

関する書類 

 ・住民票の写し（法人の場合

は現在事項全部証明書又は

履歴事項証明書） 

・工事経歴書 

・建設業許可証明書の写し又

は建設業許可通知書の写し 

を添付すること。 

・自己の居住の用に供する住宅の建

築の用に供する目的で行う開発行

為又は住宅以外の建築物等で自己

の業務の用に供するものの建築等

の用に供する目的で行う開発行為

（開発区域の面積が１ｈａ以上の

ものを除く。）は添付を要さない。 

開発行為に関する工

事設計者の資格申告

書 

規制に関する規

則様式第５号 

・１ｈａ以上の開発行為の設

計者が省令第１９条の資格

を有する者であることを証

する書類 

・資格、免許等の申告事項を

証する書類（最終学歴の卒

業証明書の写し又は合格書

の写し等） 

を添付すること。 

・開発区域の面積が１ｈａ未満の開

発行為について、設計者が省令第

１９条の資格を有する者である場

合は、当該資格を有する者である

ことを証する書類を添付すること

とし、申告事項を証する書類の添

付は要さない。 

土地の登記事項証明

書 

 開発区域に含まれる土地又は

開発行為に関する工事を行う
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土地の登記事項証明書 

既存の権利を証する

書類 

 ・登記簿謄本（閉鎖） 

・農地法第５条に基づく許可

書の写し等 

を添付すること。 

 

その他市長が必要と

認める書類 

 ・土地の地盤調査報告書 

・農地転用に係る許可申請書

の写し 

・その他必要と認める書類 

 （第三者が撮影年月日を証

明する航空写真の原本等） 

を添付すること。 

・土地の地盤調査報告書を求める場

合は、開発区域内の土地が低地の

ときとする。 

・農地転用に係る許可申請書の写し

を求める場合は、市街化調整区域

内で行う開発行為に限る。 

 

(2) 図面（設計者の記名を必要とし、各図面にはインデックス（図面名入り）を貼付する。） 

ア 当該開発区域の位置を表示した縮尺２，５００分の１以上の地形図 

イ 当該開発区域を明らかにする不動産登記法第１４条第１項に規定する地図の写し又は同条第

４項に規定する地図に準ずる図面の写し 

ウ 設計図及び各図面の種類に応じて明示すべき事項は次表による。（省令第１６条第４項） 

図面の種類 

（括弧内は、原則の縮

尺を示す。） 

明示すべき事項の具体的項目 備 考 

現況図 

（５００分の１以上） 

・方位及び開発区域の境界 

・開発区域内及び隣接地の地盤高及び標高差を示す等高

線 

・開発区域内及び開発区域周辺の公共施設の位置及び形

状 

・開発区域内及び開発区域周辺の既存建築物及び擁壁等

の工作物の位置及び形状 

・都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下

「政令」という。）第２８条の２第１号に規定する樹木

又は樹木の集団の位置（１ヘクタール以上の開発行為

に限る。） 

・政令第２８条の２第２号に規定する切土又は盛土を行

う部分の表土の位置（１ヘクタール以上の開発行為に

限る。） 

・開発区域の境界は、赤色

で明示すること。 

求積図 

（５００分の１以上） 

・開発区域全体の求積図及び求積表 

・公共施設、公益的施設及び予定建築物等の各敷地の求

積図及び求積表 

・求積は、三斜又は座標に

よるものとする。 

道路及び水路境界確

定図 

（５００分の１以上） 

・道路境界確定図 

・水路境界確定図 

・道路及び水路管理者が発

行するものに限る。 

土地利用計画図 ・方位及び開発区域の境界 ・開発区域の境界は、赤色
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（５００分の１以上） ・開発区域内及び開発区域周辺の道路の位置、形状及び

幅員 

・公園、緑地又は広場の位置、形状、面積及び出入口の

位置 

・開発区域周辺の河川、水路等の位置及び形状 

・排水施設の位置及び形状 

・消防水利又は消防隊活動用地の位置及び形状 

・都市計画施設又は地区計画に定められた施設の位置、

形状及び名称 

・調整池の位置、形状及び面積 

・予定建築物等の敷地の位置、形状及び面積 

・自動車駐車施設又は自転車駐輪施設の位置及び形状 

・公益的施設の敷地の位置、形状、名称及び面積 

・樹木又は樹木の集団の位置 

・緩衝帯の位置、形状及び幅員 

で明示すること。その他

は、原則として利用種別

ごとに色分けして明示

すること。 

・道路の幅員は、新たに配

置する道路にあっては

当該幅員を明示し、既存

道路を拡幅する道路に

あっては幅員に応じて

現況幅員、後退幅員及び

合計幅員を明示するこ

と。 

造成計画平面図 

（５００分の１以上） 

・方位及び開発区域の境界 

・切土又は盛土をする土地の部分 

・法面（がけを含む。）の位置及び形状 

・擁壁の位置、種類及び高さ 

・道路の中心線、幅員、延長、勾配、測点及び交差点の

計画地盤高 

・予定建築物等の敷地の位置、形状及び計画地盤高 

・開発区域周辺の地盤高 

・調整池の位置及び形状 

・開発区域の境界は、赤色

で明示すること。 

・切土及び盛土を色分けし

て明示すること。 

造成計画断面図 

（５００分の１以上） 

・開発区域の境界 

・切土又は盛土をする前後の地盤面 

・擁壁の位置及び形状 

・法面（がけを含む。）の位置及び形状 

・予定建築物等の敷地の計画地盤高 

・隣接地及び開発区域周辺の地盤高 

・開発区域の境界は、赤色

で明示すること。 

・断面位置は、造成計画平

面図に明示すること。 

・切土及び盛土を色分けし

て明示すること。 

道路断面図 

（任意） 

・各道路の縦断面図及び横断面図 

 

・横断面図は、標準断面と

する。 

排水施設計画平面図 

（５００分の１以上） 

・方位及び開発区域の境界 

・排水区域の区域界 

・調整池の位置及び形状 

・道路側溝その他の排水施設の位置、形状、種類及び水

の流れの方向 

・排水管の勾配及び管径 

・人孔の位置及び人孔間の距離 

・吐口の位置 

・放流先の道路側溝、河川、水路その他の排水施設の名

称、位置及び形状 

・開発区域の境界は、赤色

で明示すること。 
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・都市計画に定められた排水施設の名称、位置及び形状 

・予定建築物等の敷地の形状及び計画地盤高 

・道路、公園その他の公共施設の位置、形状及び計画地

盤高 

・法面（がけを含む。）又は擁壁の位置及び形状 

排水関係縦断図 

（５００分の１以上） 

・各排水系統の縦断を示すもので、マンホールの位置、

勾配、計画高、土かぶり高等を表示すること。 

 

給水施設計画平面図 

（５００分の１以上） 

・方位及び開発区域の境界 

・給水施設の位置、形状及び内のり寸法 

・取水方法 

・消火栓の位置 

・予定建築物等の敷地の形状及び計画地盤高 

・開発区域の境界は、赤色

で明示すること。 

・自己の居住の用に供する

場合は、不要 

がけの断面図 

（５０分の１以上） 

・がけの高さ、勾配及び土質（土質の種類が２以上であ

るときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ） 

・切土又は盛土をする前後の地盤面 

・がけ面の保護方法 

・当該開発行為にがけがあ

る場合に限る。 

擁壁の断面図 

（５０分の１以上） 

・擁壁の寸法及び勾配 

・擁壁の材料の種類及び寸法 

・裏込めコンクリートの寸法 

・透水層の位置及び寸法 

・擁壁を設置する前後の地盤面 

・基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法 

・鉄筋の位置、径及び間隔 

・水抜穴の位置、材料及び寸法 

・安定・構造計算書 

・当該開発行為に擁壁があ

る場合に限る。 

・安定・構造計算書は、原

則として高さが２メー

トルを超える場合に添

付すること。ただし、市

長が必要があると認め

るときは、高さが２メー

トル以下の場合におい

ても添付すること。 

擁壁の竪壁配筋図 

（５０分の１以上） 

・前面部と背面部の鉄筋の径及び間隔 

・主筋長が変化する場合は、変化する位置までの長さ 

・同上 

擁壁の底版配筋図 

（５０分の１以上） 

・上面部と下面部の鉄筋の径及び間隔 

・主筋長が変化する場合は、変化する位置までの長さ 

・同上 

擁壁の展開図 

（５０分の１以上） 

・擁壁の寸法（高さ及び長さ） 

・水抜穴の位置 

・同上 

消防水利平面図 

（５００分の１以上） 

・消防水利の種類（貯水槽、消火栓の別）及び位置 ・自己の居住の用に供する

場合は、不要 

予定建築物の平面図、

立面図 

（１００分の１以上） 

・各階平面図 

・立面図 

・立面図は、２面以上を必

要とすること。 

その他市長が必要と

認める図面 

地盤改良図 等 

（任意） 

・改良する土地の範囲 

・改良する土地の厚み等 

・当該開発行為で土地を地

盤改良する場合に限る。 
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第２１ 自己居住用 

１ 省令第１５条第２号に規定する「自己の居住の用に供する」（以下「自己居住用」という。）とは、

開発行為を施行する主体（自然人に限る。）が自らの生活の本拠として建築物を使用する場合をいう。 

 

 

第２２ 自己業務用 

１ 省令第１５条第２号に規定する「自己の業務の用に供する」（以下「自己業務用」という。）とは、

開発行為を施行する主体が自ら建築物等を使用して継続的に自己の業務に関する経済活動を行う場

合をいう。 

２ 自己居住用建築物と自己業務用建築物等を兼用して建築する目的で行う開発行為は、第２１にか

かわらず自己業務用の開発行為とする。 

 

＊自己業務用の例 

店舗、事務所、ホテル、旅館、ゴルフ場、介護老人保健施設、会社自らが建設する工場又は倉庫、

学校法人が建設する学校（寄宿舎を除く。）、駐車場（管理事務所が設置されるものに限る。）等 

 

 

第２３ その他（非自己用） 

１ 省令第１５条第２号に規定する「その他」（以下「非自己用」という。）とは、自己居住用及び自

己業務用以外のすべての場合をいう。 

２ 自己居住用建築物又は自己業務用建築物等と非自己用建築物等を兼用して建築する目的で行う開

発行為は、第２１自己居住用及び第２２自己業務用にかかわらず非自己用の開発行為とする。 

 

＊非自己用の例 

住宅系 

 ：分譲若しくは賃貸のための住宅又は宅地開発、寮、社宅、有料 

、サービス付き高齢者向け住宅等 

非住宅系：分譲又は賃貸のための墓園、貸事務所、貸工場、貸倉庫、貸店舗、貸車庫等 

 


